
女性活躍に関する情報公表について 

 

 

女性活躍推進法２０条により、以下の項目について公表します。 

 

 

主たる施設の労働者に占める女性労働者の割合 

〔特別養護老人ホーム清華苑〕 

 約６４％（５２名／８１名） 

 

〔老人保健施設清華苑養力センター〕 

 約６５％（５９名／９０名） 

 

係長級にある者に占める女性労働者の割合（当法人の場合、リーダー以上） 

 約６４％（１６名／２５名） 

 

管理職に占める女性労働者の割合（当法人の場合、主任以上） 

 約５２％（１０名／１９名） 

 

役員に占める女性の割合 

約２６％（５名／１９名） 

 

 

令和６年４月１日現在 

 


